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ファミリー・サポート・センターのしくみ

※利用会員、援助会員とも、あらかじめ会員登録が必要です。

海老名市ファミリー・
サポート・センター

アドバイザー

④連絡

①援助の
　申し入れ

⑤
事前
打合せ

⑥援助活動

⑦利用料支払い

②援助の
　打診

③承諾

⑧援助
　活動報告

利用会員 援助会員

①利用会員は、援助を依頼したい日が決
まったらファミリー・サポート・センター
に連絡します

②③ファミリー・サポート・センターが、援
助会員へ援助の打診を行い、承諾を得
ます

④ファミリー・サポート・センターが利用会
員に連絡し、援助会員を紹介します

⑤利用会員・援助会員・アドバイザーによ
る事前打ち合わせを行います

⑥⑦会員による相互援助活動。活動終了
後、利用会員は援助会員に利用料を支
払います

⑧援助会員がファミリー・サポート・センタ
ーに活動報告を行います

〈税源移譲等における税額負担のイメージ図〉
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※各年の収入等の違いにより税額差があります。

　税源移譲の影響が出る時期

給与所得者

〈平成19年〉 〈平成20年〉
1月 6月 3月

所得税の減少

税源移譲

市・県民税の増加

市・県民税の増加 所得税の減少

年金所得者

事業所得者の場合

の場合
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(税額

市・県民税
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23,900円
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所得税
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(税額

※子どものうち1人が特定扶養家族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※年金収入200万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので、経過措置が適用されます。

・経過措置減額（  ）1－3
・経過措置減額（  ）2－3

△13,834円

例① 夫婦＋子ども2人・給与収入700万円（年額）

例② 70歳独身・年金収入200万円（年額）

19
年
度
は
超
過
課
税
な
ど
で

税
負
担
が
増
加
し
ま
す

235 8594

1 1
1

1

6 30 21
700

900

1 000

2

1
1 29

10 10 50

11 12

13 14

14 10 15 10

2
1 31

9 20 10 20

10 30 12

13 15

15 10 15 40

300 124 000 64 500 188 500 62 000 126 500 188 500

500 258 000 163 000 421 000 160 500 260 500 421 000

700 474 000 307 000 781 000 376 500 404 500 781 000

1 000 966 000 553 000 1 519 000 868 500 650 500 1 519 000

2

300 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000

500 119 000 76 000 195 000 59 500 135 500 195 000

700 263 000 196 000 459 000 165 500 293 500 459 000

1 000 688 000 442 000 1 130 000 590 500 539 500 1 130 000

68 64

200 0 0 0 0 0 0

250 41 500 25 700 67 200 20 700 46 500 67 200

300 88 000 49 000 137 000 44 000 93 000 137 000

350 129 800 69 900 199 700 64 900 134 800 199 700

400 164 700 87 300 252 000 82 300 169 700 252 000

2

300 4 900 300 25 300 0 4 600 52 200 600 50 300 300 51 600

500 55 800 600 50 300 300 55 200 106 100 900 75 300 600 105 200

700 119 400 1 000 83 300 700 118 400 164 100 1 300 108 300 1 000 162 800

1 000 218 400 1 600 133 300 1 300 216 800 263 100 1 900 158 300 1 600 261 200
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給与・年金所得者は「減」が先行
事業所得者は「増」が先行
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「求められています  地域の子育て力！」

   援助会員募集
235 0220
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